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遊
漁
船
業
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
四
三
号

（
先
議
）
要
旨

）

遊
漁
船
業
に
お
い
て
は
、
十
分
な
安
全
対
策
を
行
っ
て
い
な
い
不
適
正
業
者
に
よ
り
海
難
事
故
が
多
発
し
て
い
る
ほ
か
、
遊

漁
船
業
者
が
損
害
賠
償
保
険
に
加
入
し
て
い
な
い
た
め
損
害
を
受
け
た
利
用
者
に
対
し
て
十
分
な
補
償
が
な
さ
れ
な
い
、
漁
業

者
と
の
間
で
漁
場
利
用
を
め
ぐ
る
紛
争
が
生
じ
て
い
る
等
の
問
題
が
見
受
け
ら
れ
る
。

本
法
律
案
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
に
か
ん
が
み
、
遊
漁
船
の
利
用
者
の
安
全
の
確
保
及
び
利
益
の
保
護
並
び
に
漁
場
の
安
定

的
な
利
用
関
係
の
確
保
の
観
点
か
ら
、
遊
漁
船
業
者
の
業
務
の
適
正
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
の
見
直
し
を
行
お
う
と

す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
遊
漁
船
業
へ
の
参
入
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
知
事
へ
の
届
出
制
を
登
録
制
と
し
、
遊
漁
船
の
利
用
者
の
安
全
の
確
保
及
び

利
益
の
保
護
並
び
に
漁
場
の
安
定
的
な
利
用
関
係
の
確
保
の
観
点
か
ら
定
め
た
一
定
の
客
観
的
な
拒
否
事
由
に
該
当
す
る
者

に
つ
い
て
は
参
入
を
認
め
な
い
こ
と
と
す
る
。

二
、
遊
漁
船
業
者
に
対
し
、
利
用
者
の
安
全
の
確
保
及
び
利
益
の
保
護
並
び
に
漁
場
の
安
定
的
な
利
用
関
係
の
確
保
の
た
め
、

新
た
に
、
次
の
事
項
を
義
務
付
け
る
こ
と
と
す
る
。
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①

事
業
の
実
施
方
法
を
定
め
た
業
務
規
程
の
作
成
及
び
都
道
府
県
知
事
へ
の
届
出

②

遊
漁
船
利
用
者
の
安
全
管
理
等
の
業
務
を
行
う
遊
漁
船
業
務
主
任
者
の
選
任

③

損
害
賠
償
を
行
う
べ
き
場
合
に
備
え
た
保
険
契
約
の
加
入

④

案
内
す
る
漁
場
に
お
け
る
水
産
動
植
物
の
採
捕
規
制
の
内
容
の
周
知

⑤

営
業
所
及
び
遊
漁
船
へ
の
標
識
の
掲
示

⑥

名
義
の
利
用
等
の
禁
止

三
、
都
道
府
県
知
事
は
、
登
録
後
に
不
適
正
な
業
務
運
営
を
行
う
遊
漁
船
業
者
に
対
し
て
、
業
務
改
善
命
令
、
事
業
停
止
命
令

又
は
登
録
の
取
消
し
等
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

四
、
都
道
府
県
知
事
の
登
録
制
の
実
施
に
伴
い
、
全
国
遊
漁
船
業
協
会
に
よ
る
適
正
営
業
規
程
に
係
る
遊
漁
船
業
者
の
登
録
制

を
廃
止
す
る
こ
と
と
す
る
。


